
業務の名称 令和5年度博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務

業務概要

分任支出負担行為担当官

九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所長　　森住　直樹

福岡市中央区大手門２丁目５番３３号

契約年月日

契約業者名

契約業者の住所 東京都港区虎ノ門３丁目１番１０号

契約金額（税込み）

予定価格（税込み）

随意契約によることとし
た理由

業務場所 博多港湾・空港整備事務所管内

業務区分 建設コンサルタント等

履行期間（自）

履行期間（至）

備考

１．公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考欄に単
価契約である旨及び契約単価に予定数量を乗じた額を記載する。

随意契約結果及び契約の内容

1.計画・準備　1式
2.協議・報告　4回
3.窪地埋め戻しによる環境への影響の解析・評価　1式
4.環境モニタリング調査計画の提案　1式
5.環境に配慮した浅場造成の実証実験における検討資料作成　1式
6.検討会資料の作成　1式
7.検討会の開催・運営　2回
8.業務完成図書作成　1式

契約担当官の氏名並び
に所属する部局の名称
及び所在地

令和5年8月24日

一般財団法人みなと総合研究財団

¥20,229,000

¥20,229,000

令和5年8月24日

令和6年3月15日

本業務は、海域環境の特性、土質、周辺環境への影響等を踏まえた総合的な評価や
分析、検討を目的とし、環境的、社会的、技術的等の多様な視点が必要であり、高度
な知識と豊富な業務実績を有していることが不可欠であることから、参加表明業者に
対して、１．配置予定技術者の経験及び能力（技術者資格等、業務執行技術力）２．
実施方針（業務理解度、実施手順、その他）３．特定テーマに対する技術提案（的確
性、実現性）等の観点からプロポーザル方式による技術提案書の提出を求めたもの
である。
　建設コンサルタント等の特定手続きに基づく審査の結果、一般財団法人みなと総合
研究財団が今回の業務を実施するにあたり最適であると判断されることから、上記業
者と会計法第２９条の３第４項に基づき随意契約を行い業務の円滑な遂行を図るもの
とする。


